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2004年度 西東京市学童クラブ連絡協議会 

2004年5月15日 於 田無総合福祉センター 

保谷柳沢学童クラブ 

田無柳沢学童クラブ 

保谷柳沢第二学童クラブ 

西東京市学童マップ 

向台学童クラブ分室 

けやき小 

けやき学童クラブ 

けやき第二学童クラブ 
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2003年度 活動報告（案） 
2003年度は設立3年目にあたり、事務局メンバーに新しい人たちの参加があり、さらなる広がりを感じさせる年に
なりました。以前から要望していたしょうがい児の指導について専門家の巡回指導が実施されたり、9月から
待機児の途中入所が行われたり、私たちが要望していたことが少しずつですが実現されたことは評価に値す

ると思います。反面、旧市の時から毎年行われていた市長との懇談会が青少年部との懇談会になったり、当

初予定していた子どもまつりの児童課との共催が後援に変更になったり、なにか見えない圧力が感じられる

年でもありました。 
活動の流れは別表に示した通り、通常の定例委員会を軸に行事のための実行委員会、行政との折衝、陳情の

提出など幅広く行われました。 
定例委員会の開催を田無地区のみならず、保谷地区でも開催しました。また、８月に初めて会長会を開催

し、各父母会の会長から貴重な意見を伺うことができました。 

関係団体との連携においては、三多摩連協3名、全国連協2名の役員を送り出し、情報収集に努めました。全
国研究集会、三多摩研究集会にも多くの方の参加がありました。子ども劇場西東京とはスケート教室の後援

をしました。 
 
【施策充実への課題】 
1.定員超過の学童クラブついて適正規模の実現 
けやき学童クラブ設立にあたり、西原北学童クラブの存続について多くの時間をかけ、市との協議を行いまし

た。結果として議会で「柔軟な対応を」という採択がされ、2004年度は「けやき第二学童クラブ」として存続
が決まりました。これは私たちだけではなく粘り強く交渉に当たった父母会の成果であると思います。 

 
2.しょうがい児の全員希望学童クラブへの入所の実現 
一昨年から「３名枠の撤廃」を求めてきましたが、2003年度は「柔軟な運用」（児童課）ということで4名入
所の学童クラブが2ヵ所できました。「希望学童クラブへの全員入所」はまだ実現していませんが、入所を希
望するしょうがい児が全員入所できたことは一歩前進であったと思います。 

 
3.指導員の雇用期限（５年）の撤廃 
質の高い指導員の確保という観点から、雇用期限廃止を求め、8月から10月にかけて署名を集めました。とり
あえず旧田無からの指導員についても旧保谷からの指導員と同様に合併時からカウントするということで、

指導員組合と市との合意ができました。雇用期限については先送りということになりました。 

 

【行事】 
父母との学習、地域との交流を目的に、学童めぐりツアー、学童わいわいフォーラム、学童こどもまつりを主

催し、子ども文化フェスティバル、子ども劇場スケート教室への協賛、後援など、各種イベントに積極的に参

加し、多方面から学童クラブ（連絡協議会）を知ってもらう機会となりました 

★第3回 学童めぐり報告 
7月12日（土）、ほんとに暑い日差しの中、第3回学童めぐりが行われました。合併問題にゆれていた西原北学
童クラブをスタートに、建築中のけやき学童を遠目でながめ、西原、田無、向台分室、向台を経て新町へ。新

町ではちょうど児童館のおまつりで、準備にテンヤワンヤのときにお邪魔しました。その後イングビルにて反

省会＆懇親会の予定でしたが、あまりの暑さにいきなりのどを潤しに行ってしまいました。汗をかいた後の

ビールは最高でした！ 

★第3回 学童こどもまつり報告 
11月3日（月）、谷戸小学校。昨日から天候が心配され
ていましたが、当日の朝は降ることなく、準備途中パラ

つき降った場合は休憩所として大きなテントを急きょ

張るなど小雨決行を目標として「第３回こどもまつり」

を開催までこぎつけました。開催途中、降ることもな

く、片付け途中から本降りになるなどほとんどおまつ

り自体に影響なく進行が出来たことは嬉しく思いま

す。今年は、田無小学校が使用できず、谷戸小学校を候

補とし、児童課のご協力により谷戸小学校をお借りす

ることが出来ました。そして、谷戸小学校の校長・教頭

先生には、ほとんどの希望施設・備品を貸していただき

ました。 

この天候の中、人が集まってくれるのか、大変心配でし

たが、開会式の時には来場者が大変多く、アニメのあた
ゲームに模擬店、楽しかったね 
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しンちのお母さん・消防車が来るなど、その盛況ぶりに驚いてしまいました。 

開会式には、児童課 中山課長・金谷課長補佐兼係長にご出席をいただきました。子供たちによるかわいい開会

宣言・開店宣言の後、指導員さんたちが行ったレクレーションでは、校庭の真ん中で子供たちが楽しそうに遊ん

でいました。 

模擬店開始時、あたしンちのお母さんの登場。各ブースを回ってくれて子供達も喜んでいました。 

模擬店では、学童クラブの父母がおいしい食べ物（お団子、パウンドケーキ、チョコバナナ、綿あめ、塩・ソー

ス焼きそば等）飲み物（ジュース・コーヒー等）を豊富に用意してくれ、志向をこらしたゲーム（コリントゲー

ム、アイロンビーズ、射的等）・消防署の的当てゲーム・指導員のお楽しみコーナーに子供たちが行列を作る光

景が見られました。盛況ぶりに開始から30分位で完売する模擬店もあり、閉会式の３０分前にはほとんど完売
状態でした。片付け、清掃も終わり、こどもまつりを終えることができました。 

 

出店：北芝久保、芝久保、西原、西原北、田無、みどり、谷戸、向台、田無柳沢、保谷柳沢、新町、住吉、 

   下保谷、本町、本町第二、泉、東、指導員、保谷消防署 

協力：中町、保谷第一、ひばりが丘北、東伏見、東伏見第二、保谷柳沢第二、連協事務局 

来場者数：1500人（推定）       実行委員長 佐々木 
★2003西東京 子ども文化フェスティバル 
1月31日（土）2003西東京子ども文化フェスティバルに参加しました。総会において、土曜日開催なら参加しな
いとしていましたが、事務局対応でいこいのコーナーでのお茶出しを行いました。コーナーには連協の資料やポ

スターを貼り出し、広報活動を行いました。 

★第3回西東京学童わいわいフォーラム 
今年で３回目となるわいわいフォーラム。今年の基調講演は「これって・・虐待」というテーマで、講師には実

際に虐待を受けた経験のある大沢さんをお招きし、お話をしていただきました。講演の予定時間は約１時間。講

演が始まる前は、「大人の都合で子供に暴言を言ってしまう、子供を叩く」といったことばかりで１時間の話は

面白いのかな？と思っていたのですが、実際に講演を聴くと、あっという間に時間が過ぎていきました。それは、

話の内容が大沢講師の実体験に基づくものでとても現実感にあふれていたからです。この講演を聴いてたくさ

んのことを知り、そして忘れかけていたことを思い出したような気がします。大沢講師の話では「子供は親に常

に愛されていたい生き物」なんだそうです。また、私たち親にとって一番大切なこと、それは「親も疲れている

ことだってある。そんなときは子供にあたってしまうこともあるが、子供にあたってしまったら、素直にそれを

認めること。“ごめんね、母さんは疲れていたからひどく怒ってしまったね”と言えること。」なのでした。そ

のためにも何でも言い合える“風通しの良い家族関係”が必要なのだそうです。 

講演の後は３つの分科会を開いたのですが、その中の１つ「大沢講師を囲んで」は大盛況。参加者の多くの方が

この分科会に参加しました。それほどまでに大沢講師の講演は迫力のあるものだったのです。 

最後に再び参加者全員でお茶を飲みながらの座談会。皆さん、今日一日で子供に対する考えが変わったり、改め

て考え直してみたりしたようです。      実行委員長 田中 

★しょうがい児連絡会 
9月7日(日)、田無庁舎202．203会議室で行いました。しょうがい児連絡会は、学童クラブに通所しているしょ
うがい児の保護者の意見を集約し、対市長懇談会に向けて市への要望をまとめようという目的で今年度も市に

対し次の4点を要望として提出することになりました。 
1.入所要綱の定員を「おおむね3名」に。 
2.専門性のある指導員の配置。 
3.指導員を指導する巡回指導員の配置。 
4.放課後対策としてしょうがい児の新たな受入先の設立。 
★会長会 
8月31日、初めて会長会を開催しました。日ごろは連協担当のクラブ員のみが定例会に出席していますが、会長
の意見を集約しようという趣旨で行われました。また市長懇談会に提出する要望書についても話し合われまし

た。活発な意見の交換があり、たいへん参考になりました。 

★定例委員会 
定例委員会とは各父母会より選出されたクラブ員によって構成され、総会に次ぐ議決機関です。 

今年度も計9回の定例委員会を行い、各回とも活発な意見の交換がありました。今年度より保谷地区でも開催
し、保谷地区の方の利便性を図りました。 

★連協ニュースの発行 
4月、5月、8月をのぞく計9回発行しました。「肩がこらない、読みやすい」を心がけましたが、報告事項等が
多く、今年度も文字ばかりの読みにくいものになってしまいました。 
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2003年度 西東京市学童クラブ連絡協議会活動の流れ 

  活動 備考 

2003年     

5月14日 児童課 懇談会 ＊連協ニュース印刷 定例委員会開催週の 

5月17日 総会（田無総合福祉ｾﾝﾀｰ）     木曜19：00より印刷（住吉公民館） 

5月21日 児童課訪問 児童課面談「けやき学童について」 ＊事務局会不定期開催 

5月31日 事務局会   

6月8日 全国指導員学校東日本会場（成蹊大学）   

6月21日 第１回 定例委員会（保谷障害者福祉ｾﾝﾀｰ）   

6月18日 市長面談 西原、西原北より要望書、署名提出 署名約6000 

6月28日 学童めぐりツアー  実踏   

6月29日 三多摩総会   

7月1日 児童課面談「けやき学童について」   

7月5日 「学童こどもまつり」第1回実行委員会   

7月8日 児童課面談「けやき学童について」   

7月12日 学童めぐりツアー  7学童ｸﾗﾌﾞ視察  事務局会   

7月26日 第2回 定例委員会（田無総合福祉ｾﾝﾀｰ）   

7月26日 「学童こどもまつり」第2回実行委員会   

8月7日 事務局会   

8月7日 児童課と懇談 けやき学童について   

8月30日 会長会開催 署名配布 

9月2日 「学童こどもまつり」児童課へ谷戸小で打診   

9月6日 谷戸小視察 「学童こどもまつり」第3回実行委員会   

9月7日 第1回 しょうがい児連絡会   

9月20日 第3回 定例委員会（田無総合福祉ｾﾝﾀｰ）   

9月22日 児童課訪問 署名の件、 

9月27日 事務局会   

10月4日 「学童こどもまつり」第4回実行委員会   

10月18日 第4回 定例委員会（保谷障害者福祉ｾﾝﾀｰ）   

10月25日 「学童こどもまつり」第5回実行委員会 （田無総合福祉ｾﾝﾀｰ） 

10月29日 児童課へ要望書提出   

11月1日 全国研究集会（栃木） 1日～2日開催、参加費援助？ 

11月3日 第3回 学童こども祭り（谷戸小学校） 曇天、繁盛、大盛況 

11月15日 第5回 定例委員会（田無総合福祉ｾﾝﾀｰ）   

11月18日 対市懇談会 健常児一次申請全員措置方針確約 

11月22日 事務局会   

12月2日 大規模学童反対 陳情提出 継続審議 

12月20日 第6回 定例委員会（田無総合福祉ｾﾝﾀｰ） 子ども劇場「スケート」後援 

2004年     

1月7日 事務局会   

1月17日 第7回 定例委員会（保谷障害者福祉ｾﾝﾀｰ）   

1月21日 児童課へ訪問 申請、ほか、について 

1月31日 西東京市子ども文化フェスティバル フォーラム広報 

2月11日 事務局会 ﾌｫｰﾗﾑについて、活動案について 

2月15日 第3回 学童わいわいフォーラム（田無）   

2月21日 第8回 定例委員会（田無総合福祉ｾﾝﾀｰ）   

2月22日 三多摩連協研究集会（小金井市） 参加費援助 

2月26日 児童課へ面談 申請数について 

3月20日 第9回 定例委員会（田無庁舎202会議室） 活動方針（案）、会則改定（案）協議 

4月17日 事務局会 総会準備 

5月8日 総会資料印刷物製本、配布   
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父母会ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ購入 
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◆◇◆各父母会からの活動報告◆◇◆ 
田無学童クラブ 

谷戸学童クラブ 

芝久保学童クラブ 



7 

 

 

北芝久保学童クラブ 

田無柳沢学童クラブ 

向台学童クラブ 

❏父母総会   ４／２４（木） 予算・活動計画・役割分担 

❏春の親子遠足   ５／２５（日） 父母会主催 小金井公園（ユーカリ広場）にてバーベキュー、指導員も参加 

❏親子クッキング   ７／１９（土） 父母会・学童クラブ共催 親子でタコス作りを楽しむ 

❏おやつ差し入れ   ８／２８（木） 学童イベントの日にスイカを差し入れ 

❏要望事項アンケート ９／１７～２９ 市長懇談会に向けての本学童クラブ父母会の要望のとりまとめ 

❏学童子どもまつり  １１／３（月・祝日） 連協主催 模擬店 

                          （各家庭からの小物と不用品・カルピス・コリントゲーム）を出店 

❏秋の親子遠足    １１／１５（土） 父母会主催 小金井公園内江戸東京たてもの園を見学後、昼食＆遊び 

❏父母会    １１／２０ （木） 連絡事項、報告事項ほか 
❏キラキラフェスティバル１ ２／２０（土） 父母会・学童クラブ共催 ２階の学童育成室で子ども達の出し物を見た  

                           後、１階体育室で親子ドッヂボール大会 

❏父母会    ３／１０（水） 連絡事項、新役員選出方法の検討 

❏昼食差し入れ     ３／２４（水） 修了式の日に弁当を差し入れ 

❏その他 ○父母会ニュース発行（４回） ○児童に進級お祝い品として図書券（５００円）をプレゼント  

       ○学童クラブに児童用辞典、玩具を寄贈 

多摩六都科学館 



8 
 

西原学童クラブ（けやき学童） 

みどり学童クラブ 

東伏見（第一、二）学童クラブ 
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本町第二学童クラブ 

ひばりが丘学童クラブ 

泉学童クラブ 

◎７月１２日（土） 全日  なつまつり（共催） 
焼きそば、とうもろこし、ポップコーン、チューペットを食べながら、輪投げやコリントゲームを、「縁日」風

に楽しみました。最後に行なったビンゴの景品は、各家庭から出していただいた廃品でしたが、子供たち

は大いに盛り上がっていました。ビデオで子供たちの生活の様子も見せていただきました。 
◎１１月３日（月・祝） 「学童こどもまつり」に参加 
「アイロンビーズやさん」を出店。子供たちの列が途切れることなく、大人気でした。皆さん、個性的な作

品を作ってくれました。 
◎１２月６日（土） 全日  ミニ運動会（共催） 
小金井公園への遠足の予定でしたが前日の雨天のため中止となり、体育館でのミニ運動会となりまし

た。子どもたちがビデオ鑑賞をしている間に、職員と保護者の懇談会も。先生方の抜け目ない準備のお

かげで、お楽しみいっぱいの運動会でした。 
◎３月１２日（金） 夕方から お別れ会（カレーライス、出し物）（共催） 
夕方から子供たちと先生方、保護者有志がカレーライスとフルーツヨーグルトを作り、６時から夕食ス

タート。食後、子供たちの出し物、お別れセレモニー、記念品贈呈を行ないました。金曜日の夜のイベント

という事で、普段より高参加率。 
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下保谷学童クラブ 

保谷第一学童クラブ 

東学童クラブ 

 

【4月】 父母会総会 

【7月】 バーベキュー・パーティー（学童クラブと共催） 

 学童前の広場にて行いました。お父さんの協力のもと、おいしいお肉、野菜を 

 頬張りました。 

【12月】もち焼き大会（学童クラブと共催） 

 学校の家庭科室でホットプレートを使い、焼き々しました。 

 甘いおしょう油、いそべ、きなこ。大きななべいっぱいに作った豚汁。 

 楽しくおいしく食べました。 

【3月】 お楽しみ会（学童クラブと共催） 

 おにぎり＆おでんを食べようとサブタイトルを付けて実施。 

 子供達のパフォーマンス等を発表した。子供達がこの日のために一生懸命 

 練習をしてきた。あっという間の１年だった。 
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  ★ ５月   父母会総会 

   

  ★ ８月   親子遠足 （クラブ・父母会共催） 

    夏休み最後の土曜日に親子で立川記念公園行きました。 

    ＜みんなの原っぱ＞で遊びお弁当を食べた後、全員でゲームをしました。 

    

  ★ 10月   むくの木まつり（クラブ・父母会共催参加） 

    父母会としてドリンクコーナーでジュースの販売。 

    指導員のもと子供達がゲームコーナーを出店。 

    店番をお手伝いしてコーナーを盛り上げてくれました。 

   

  ★ ３月   お別れパーティー（クラブ・学童共催） 

    体育館でドッジボール（子供チームVS父母チーム）で対戦したあと 

    豚汁・唐揚げ・おにぎり・フルーツポンチ等を食べ 

    最後に恒例の子供達よる「けん玉」披露がありました。 

保谷柳沢学童クラブ 

新町学童クラブ 

保谷柳沢第二学童クラブ 
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中町学童クラブ 

本町学童クラブ 

ひばりが丘北学童クラブ 
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西原北学童クラブ（けやき第二） 

住吉学童クラブ 

住吉学童クラブ 活動報告 

《７月５日：カレーパーティー》初めて土曜日の夕食会でした。子どもたちとの調理   

 はたのしかったです。 

《８月３０～３１日：キャンプ：有志のみ》何とか夏休み内の日程で行くことができ 

 ました。夏休み最後の思い出づくりになりました。 

 奥多摩氷川キャンプ場・参加９世帯 

《１１月３日：こどもまつり》模擬店はジュースと綿菓子。今年は“あそびをつくろ 

 う！”ということで、紙飛行機づくりと的当て飛行機ゲームをやりました。予想以 

 上の盛り上がりに参加者もうれしい悲鳴が続出でした。 

《３月１４日：オリエンテーリングと昼食パーティー》学童のある福祉会館内でオリ   

 エンテーリング。買い物付の昼食づくりとランチパーティー。親子一緒に楽しめま 

 した。 
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2004年度 活動方針案 
◆よりよい学童クラブを目指して！ 
  西東京市も合併から4年目を迎え、いよいよ大幅な市制の見直しを図ってきています。 
昨年度出された「子ども支援計画（素案）」によると、学童クラブに通う児童は3年生までとし、4年生以降は「遊
びの学校」という保育と大きくかけ離れた事業に組み込まれようとしています。これは大きな政策転換であり、

サービスの著しい低下であると思われます。また昨年度は、市長との懇談会も開催されず、共催事業も行われな

いという状況でした。私たちはあくまでも「よりよい学童クラブ」目指して、児童課との話し合いを続けてきま

した。しかし現状は定員超過問題、しょうがい児入所問題、職員制度などについて、まだ私たち父母の要望とは

相容れない状況となっています。 
本年度も学童保育の充実を目指した運動を継続し、以下のような活動を行って行きます。 
 

1.学童保育施策充実へ向けての活動 
（1）施策充実へ課題 
「障がい児の親の就労保障を求める陳情」、「学童保育の充実を求める陳情」が市議会で採択されたにも拘わら

ず、今もって定員超過問題、しょうがい児入所問題、職員制度など私たちの要望と相反する運営方針がとられて

います。これは、子どもたちが安心して通える学童クラブを！との希望からは隔たりがあり、学童クラブ事業がま

だ不十分な事に他なりません。 
次の項目について、行政に対する働きかけを継続していきます。 
① 定員超過している学童クラブについて、新設・増設による適正規模の実現 
今年度は、昨年以上の17学童クラブ（約7割）について定員超過が発生しています。その中でも120％以上超過
が9学童クラブ、150％以上超過が4学童クラブと全体の5割以上のクラブで大幅な超過となっています。施設の
拡張や小学校の空き教室の利用、新規学童施設の建設による定員超過の早期解消、また、保育に適した40名～50
名程度の適正規模での学童クラブ事業の実現に向けて働きかけていきます。けやき小学校新設に伴う学童クラ

ブに関しては、大規模学童という計画はとても容認できるものではないため、2クラスでの運営を働きかけてい
きます。 
②しょうがい児の全員希望学童クラブへの入所の実現 
「西東京市立学童クラブ障害児指導実施要綱」により１学童クラブ3名までという入所枠が設けられています。
昨年度は4名入所の学童クラブが2箇所あり、行政の「柔軟な対応」が行われたことは評価できると思います。し
かし議会で約束した「実施要綱の変更」はいまだ行われていません。しょうがい児の入所については、地域特性

を配慮した施策による入所枠撤廃、または、柔軟な運用による希望学童クラブへの入所措置、及び、しょうがい

を持った子の新たな受け入れ先の設立を働きかけていきます。 
③指導員の雇用期限（５年）の撤廃 
旧田無市の嘱託職員の雇用期限は、旧保谷市に合わせ、2年延長されましたが、以前として5年の雇用期限は継続
されています。今年度も引き続き、嘱託指導員の雇用期限（５年）の撤廃を働きかけていきます。 
④学童クラブ運営研究会の発足 
 2,3年後に検討されている民営化についての是非を話し合い、よりよい学童クラブを作る上でなにが必要なの
か 

 を研究し、私たちが望む学童クラブのあり方を行政に示していきます。 
また、不明確な施設基準、保育環境を正すために、全国連協で作成中である「保育の最低要綱及び保育指針」 
を参考にしながら独自の要綱を作り保育環境の充実を働きかけます。 
⑤市長懇談会の実施 
⑥指導員の研修の充実、学童保育研究集会や指導員学校への公費派遣 
⑦しょうがい児学童保育に関わる専門性を有する職員の配置 
⑧年度途中の入所希望児童の全員入所 
⑨育成料の維持 
⑩間食の充実 
⑪共催行事の実施（「学童子どもまつり」など） 
⑫学校休業日などの８：００からの開所、及び、通常19：00までの保育時間延長 
 

2.通常活動 
（1）定例委員会 

定例委員会は総会に次ぐ議決機関です。各学童クラブ父母会から選出されたクラブ委員によって 
原則月１回開催、田無地区、保谷地区で開催されます。各学童クラブの活動状況やクラブ抱える問題、連協体制、

活動を話し合っていきます。 
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（2）事務局会 

総会において選出された役員と、総会・定例委員会で承認された事務局員とで構成され、学童連協の運営や様々な行

事の立案・運営を行います。 

（3）連協ニュースの発行 

 連協と父母会、さらには指導員との絆をつなぐのが「学童連協ニュース」です。「肩のこらない。 

 読みやすい」をモットーに月１回の発行を目指します。 

(4)会長会の実施 
 今年度は市長懇談会の前、活動計画案の作成前の2回の開催を目指します。 
 
3.行事 
学童クラブと連絡協議会に携わる事を楽しめるように、行事目的を明確にし、継続的な行事運営体制を整え、

負担軽減の工夫をしながら「子どもたちだけでなく指導員も父母も楽しめる、笑顔ある行事」を目指して開催

いたします。 
 
（1）学童こどもまつり 
学童クラブ間の交流と親睦を図ると共に、地域の子どもたち、父母の皆様との交流を深めることを目的とした

行事です。原則児童課との共催にて行います。 
昨年は、指導員の参加もあり、市内学童クラブ父母、児童による、模擬店、ゲームなどの出店が行われ、学童

クラブ児童のみならずたくさんの人たちに参加していただきました。今年度もすべての学童クラブの参加を勧

めていきます。開催については、実行委員会を作り、開催規模・時期等を協議決定いたします。 
 
（2）学童めぐり 
今年で4回目を迎える「学童めぐり」いよいよ今回で一巡いたします。市内学童クラブを順次巡り、状況を理解 
する事で連協活動である「学童保育の充実」の参考にします。また、父母、学童クラブ間の交流を図ります。 
 
（3）西東京市学童わいわいフォーラム 
4回目となる今年は、いままでとは違う形での開催を目指して企画していきます。 
 
（4）子ども文化フェスティバル 
昨年同様、「憩いの広場」でのお茶サービスでの参加を図ります。 
ただし、学童クラブ休業日の参加を原則とします。 

 

4.三多摩連協、全国連協、及び、関係団体との連携 

（1）三多摩連協、全国連協 
今年も積極的に役員を送り出し、情報収集に努めます。 
 
（2）各種会議、集会・学習会への参加 
2003年度の成果を受け継ぎ、今年度も積極的に各種会議や集会に参加します。また、参加費補助のため必要に
応じてカンパを募ります。 
・三多摩運営委員会  年7～8回 
・第29回全国指導員学校   6月13日（日） 
・三多摩連協総会  6月27日（日） 
・第39回全国研究集会  10月23・24日  大阪府 
・第14回三多摩研究集会   2005年2月 
 
（3）「日本の学童ほいく」誌の普及、拡大 
学童保育の唯一の全国誌です。学童クラブに子どもをあずけている父母、保育をしている指導員から一つの

テーマに笑いあり、涙ありのいろいろな体験が寄せられます。また、全国の学童クラブの情報なども掲載され

ており、今の学童保育を知る参考書です。今年度も昨年同様「日本の学童ほいく」誌の普及、拡大に努めます。 
 
（4）関係団体との連携 
保育園父母会連絡協議会、子ども劇場西東京との協力関係を継続します。 
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★会則の改定について 
1.会員規定の改定 
現行 

第4条（会員） 
この会の会員は、次の2種とします。 
（1） 西東京市内の学童クラブの父母。 
（2） この会の目的に賛同し、総会ないし定例委員会で承認された個人賛助会員。 
2.この会に参加する学童クラブに所属する父母は、原則として全員、この会に入会するものとします。 
改定案 

第2章 会員 
第4条（会員） 
この会の会員は、次の2種とします。 
（1） 西東京市内の学童クラブの父母会。 
（2） この会の目的に賛同し、総会ないし定例委員会で承認された個人賛助会員。 
改定理由 

3年間活動を行って、当会は父母の集まりではなく、父母会が連絡しあい、協議するところであることが分かり
ました。そこで会員の定義を父母ではなく父母会としたいと思います。 

これに伴い下記の条文が変更になります。 

現行 

第6条（役員） 
2.会長および副会長、会計ならびに会計監査は、総会の議決により、それぞれクラブ委員より選任します。 
改定案 

2.会長および副会長、会計ならびに会計監査は、総会の議決により、それぞれ第7条第1項に規定するクラブ委員
より選任します。 

現行 

第7条（委員） 
この会は、次の委員を置き、定数を以下のとおりとします。 

（1） クラブ委員 各クラブ1名以上 
2.クラブ委員は各学童クラブより選出され、各学童クラブの活動報告や、会の運営業務にあたります。 
改定案 

第7条（委員） 
この会は、次の委員を置き、定数を以下のとおりとします。 

（1） クラブ委員 各学童クラブ父母会1名以上 
2.クラブ委員は各学童クラブ父母会より選出され、各学童クラブの活動報告や、会の運営業務にあたります。 
現行 

第9条（総会） 
総会は、各学童クラブより選出された代議員によって構成され、この会の最高議決機関とし、年1回以上開催し
ます。 

改定案 

第9条（総会） 
総会は、各学童クラブ父母会より選出された代議員によって構成され、この会の最高議決機関とし、年1回以上
開催します。 

 

2.会費について 
現行 

第5条（会費） 
会費の額は一年度につき以下の通りとします。 

（1） 父母は一児童につき200円 
改定 

第5条（会費） 
会費の額は一年度につき以下の通りとします。 

（1） 父母会分担会費1000円に加え、一児童につき200円 
改定理由 

1.合併前から両市とも10年以上値上げを行っておらず、現行では会員の会費だけでの運営に支障が出ているため。 
2.児童数の増加に伴い、印刷経費の増加が見込めるため。 
3.民間委託など、今度学童運営をめぐり変化が予想され、そのための研究費（講師代、研究集会への参加等） 
 が必要になったため。 
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2004年度 予算 （案） 
■収入    

項   目 予算額 備       考 

前年度繰越金 73,693   04年度総会資料印刷分含む 

会費収入 288,500 23500円+200円×1300名、個人1000円×5名 

学童保育誌還元金 20,000   

その他 0   金利、など 

  計 382,193     

    

■支出    

項   目 予算額 備       考 

三多摩連協分担金 34,000 10000円+1000円×24学童ｸﾗﾌﾞ 

    ①学童めぐり  3,000円 

行事費 125,000 ②子どもまつり 70,000円 

    ③子どもフェスティバル  2,000円 

    ④わいわいフォーラム 50,000円 

懇談会費 2,000 市長懇談会記録費、他 

印刷費 45,000 連協ﾆｭｰｽ・資料印刷、用紙代、など 

総会資料印刷費 140,700 15、16年度分 70350円×2 

事務通信費 5,000 通信費、郵送費、など 

研究会費 20,000 運営形態研究、全国集会向資料、など 

予備費 10,493   

  計 382,193     

    

■各学童クラブ分担金、個人会員費の徴収について 
2004年度会費を徴収させていただきます。 

□徴収額： 各学童クラブ 1000円（新町500円）+児童数×200円、個人賛助会員 1000円 

           児童数は、定期総会時点（5月）の人数でお願いいたします。。 

□徴収日： 6月定例会（期日厳守でお願いいたします。） 

□方  法： 別途配布の、集金票・領収書 記入の上、封筒にて会計までご提出ください。 

           個人賛助会員の方は直接 会計担当までご提出ください 

    

■カンパのお願い    

「学童保育の充実」に向けて、指導員学校、全国研究集会、三多摩研究集会など、様々な活動が行

われています。                                                                                      

その活動に参加する事は、私たちの学童保育、連絡協議会、父母会活動のカンフル剤として、 ま

た、貴重な情報収集の場として、とても有意義なものです。                                              

つきましては、三多摩連協役員の全国連協派遣費用、及び、クラブ委員、指導員の参加費用を補助

し、たくさんの仲間を送り出しましょう。 

  皆様のご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。 

◇ 一口 200円（何口でも大歓迎） 

◇ 随時受け付けております。各父母会クラブ委員、及び、連協会計にお渡しください 
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西東京市学童クラブ連絡協議会 会則（改定案） 
第1章 総則 
第1条（名称） 
この会は、「西東京市学童クラブ連絡協議会」と称し、事務所を西東京市内に置きます。 

第2条（目的） 
この会は、西東京市内の学童クラブの父母と指導員および関係者等と連絡をとりあい、情報を共有し、学童クラ

ブの発展を積極的に図り、保育内容の向上、施設の充実、学童保育行政の充実を目指して活動することを目的と

します。 

第3条（事業） 
この会は、目的を達成するために次の事業を行います。 

（1） 官公庁や議会に対する交渉・陳情・請願 
（2） ニュース・資料などの発行 
（3） 交流会、学習会、講演会等の開催 
（4） その他、本会の目的に必要な事業 
第2章 会員 
第4条（会員） 
この会の会員は、次の2種とします。 
（1） 西東京市内の学童クラブの父母会。 
（2） この会の目的に賛同し、総会ないし定例委員会で承認された個人賛助会員。 
第5条（会費） 
会費の額は一年度につき以下の通りとします。 

（1） 父母会分担会費1000円に加え、一児童につき200円 
（2） 個人賛助会員1000円 
第3章 役員・委員および機関 
第6条（役員） 
この会は、次の役員を置き、定数を以下のとおりとします。 

（1） 会長  1名 
（2） 副会長  2名 
（3） 会計  2名 
（4） 会計監査  2名 
2.会長および副会長、会計ならびに会計監査は、総会の議決により、それぞれ第7条第1項に規定するクラブ委員
より選任します。 

3.会長は、会を代表し、会の運営業務を統括します。 
4.副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時は職務を代行します。 
5.会計は、会の会計を掌握し処理し、収支の状況を定例委員会に報告します。 
6.会計監査は、会計を監査し総会に報告します。 
7.役員および委員の任期は、1年とし再任は妨げません。 
第7条（委員） 
この会は、次の委員を置き、定数を以下のとおりとします。 

（1） クラブ委員 各学童クラブ父母会1名以上 
2.クラブ委員は各学童クラブ父母会より選出され、各学童クラブの活動報告や、会の運営業務にあたります。 
第8条（機関） 
この会は次の機関をおきます。 

（1） 総会 
（2） 定例委員会 
（3） 事務局 
2.会長は、必要に応じて実行委員会を置くことができます。 
第9条（総会） 
総会は、各学童クラブ父母会より選出された代議員によって構成され、この会の最高議決機関とし、年1回以上開
催します。 

2.総会は、会長が召集します。 
3.総会は、代議員の委任状を含む、3分の2以上の出席を以って成立します。 
4.総会の議長は、出席した代議員のうちから選出します。 
5.代議員は、各学童クラブ父母会より、児童数15名につき1名選出します。 
 15名以内 1名 
 16～30名 2名 
 31～45名 3名 
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 46～60名 4名 
 61～75名 5名 
 76～90名6名 
 91～105名7名 
6.総会は、次の事項を審議し、議決します。 
（1） 活動計画および収支予算 
（2） 活動報告および決算 
（3） 役員の選任 
（4） 会則の変更 
（5） その他必要な事項 
7.総会の審議事項は、出席代議員の過半数の賛成を以って議決し、可否同数の場合は議長によって決します。 
第10条（定例委員会） 
定例委員会は、この会の総会に次ぐ議決機関とし、役員、クラブ委員、事務局長、事務局員によって構成され、原

則として月1回以上開催します。 
2.定例委員会は、会長が召集します。 
3.定例委員会は、クラブ委員の過半数の出席を以って成立します。ただし、一つの学童クラブから複数名出席して
いても一名と数えます。 

4.定例委員会の議長は、会長または事務局長が行います。 
5.定例委員会は、次の事項を審議し、議決します。 
（1） 総会審議事項 
（2） 会の運営に関わる事項 
（3） 学習会、講演会等の行事 
6.定例委員会は、次の報告を受けます。 
（1） 各学童クラブの活動報告 
（2） 収支状況 
7.定例委員会の審議事項は、出席するクラブ委員の過半数の賛成を以って議決し、可否同数の場合は議長によって
決します。ただし、一つの学童クラブから複数名出席していても一票と数えます。 

第11条（事務局） 
この会は、会の運営を円滑にするため、事務局を置きます。事務局は以下によって構成されます。 

（1） 事務局長 1名 
（2） 事務局員 若干名 
2.事務局長および事務局員は、総会の議決により、会員より選出します。 
3.事務局長および事務局員は、会の業務を処理します。 
4.事務局会は、事務局長、事務局員で構成し、必要に応じて会長が召集します。会長、副会長、会計は事務局会に
出席します。 

5.事務局の業務は以下の通りです。  
（1） 定例委員会の審議事項の立案 
（2） 定例委員会で議決された事項の実施 
（3） 協議会ニュースの発行 
（4） その他協議会の事務に関する業務 
6.事務局長および事務局員の任期は1年とし、再任は妨げません。 
第4章 資金および会計 
第12条（資金） 
この会の活動は、会費、寄付、事業収入、その他をもってこれに充てます。 

第13条（会計） 
この会の会計年度は、総会から総会までとします。 

第5章 その他 
第14条（会則の変更） 
この会の会則の変更は、総会の承認を必要とします。 

第15条（施行期日） 
この会則は2001年（平成13年）5月19日より施行します。 
この会則は2002年（平成14年）5月18日より施行します 
この会則は2004年（平成16年）5月15日より施行します。 
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発行日：2004年5月15日 
役員・事務局員 

会長 ：菊池宇光 
副会長：田中 謙 高橋竜太郎 

会計 ：伊藤由加里 稲元 明子 会計監査：片井木 あゆ子、上加世田 佳古  
事務局長：松本 毅 
事務局員：吉岡克平、坂口和隆、溝端康子、井口直樹、古瀬理恵、田中 誠、河野美雪、浅沼裕美 

     佐藤麻子、仲吉良作、古谷健太、田村弘子、吉川仁美、岸田幸雄、西村幸生 

     加々見辰也、市川斎（順不同） 
一年間ありがとうございました。（事務局一同） 

学童クラブ一覧 
施 設 名 所 在 地 電 話 番 号 定 員 入所数 超過率

田無学童クラブ 田無町4-14-2 0424-67-4700 50 74 48%

谷戸学童クラブ 谷戸町1-22-10 0424-21-1661 50 64 28%

芝久保学童クラブ 芝久保町1-16-18 0424-65-1651 50 66 32%

北芝久保学童クラブ 芝久保町3-15-10 0424-65-9991 50 41

けやき第二学童クラブ 西原町4-5-96 0424-64-3834 50 51 2%

田無柳沢学童クラブ 向台町1-7-25 0424-64-3845 50 45

向台学童クラブ 向台町3-1-45 0424-63-0123 50 45

向台学童クラブ（仮分室） 向台町2-1-1 0424-64-2600 50 45

けやき学童クラブ 芝久保5-7-1 0424-64-3812 80 82 2%

みどり学童クラブ 緑町3-8-3 0424-63-3966 50 44

ひばりが丘学童クラブ ひばりが丘3-1-25 0424-65-9480 40 59 48%

泉学童クラブ 泉町3-6-8 0424-23-6623 50 53 6%

下保谷学童クラブ 下保谷4-3-18 0424-22-8680 40 44 10%

東学童クラブ 東町6-2-33 0424-21-2115 40 65 63%

保谷第一学童クラブ 下保谷1-4-4 0424-22-5651 35 36 3%

新町学童クラブ 新町5-2-7 0422-55-1880 20 26 30%

保谷柳沢第二学童クラブ 柳沢4-2-11 0424-68-1066 40 39

中町学童クラブ 中町4-4-1 0424-22-8766 55 76 38%

本町学童クラブ 保谷町1-3-35 0424-63-3146 40 62 55%

本町第二学童クラブ 保谷町1-14-23 0424-64-9045 35 60 71%

ひばりが丘北学童クラブ ひばりが丘北1-6-8 0424-23-5110 50 55 10%

住吉学童クラブ 住吉町6-1-25 0424-21-3280 40 42 5%

保谷柳沢学童クラブ 柳沢2-6-11 0424-68-8588 40 52 30%

東伏見学童クラブ 東伏見6-1-36 0424-61-7000 40 51 28%

東伏見第二学童クラブ 東伏見6-1-28 0424-51-3775 40 54 35%

　　　　合　　　　計 1135 1331 17%

しょうがい児枠入所数 50

嘱託職員数 77

臨時職員数 78

2004/4/22現在 


